
利用項目

使用できるスマホアプリ（下段：支払上限額）

PayB PayPay LINEPay FamiPay 楽天銀行コンビニ
支払サービス

auPAY
(R4.4.1～)

d払い
(R5.4.1～)

30万円以下 30万円以下 30万円以下 10万円以下 30万円以下 30万円以下 30万円以下
町県民税（普通徴収）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

固定資産税
軽自動車税（種別割）
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
保育所保育料（自園徴収園除く）
保育所延長保育料（菅谷台保育所のみ）
保育所給食費（菅谷台保育所のみ）
児童クラブ使用料
住宅使用料
学校給食費
墓地管理料
災害援護資金貸付金 〇 × × × 〇 × ×

上下水道料金 〇 〇 〇
5万円未満 〇 〇 〇 〇

※災害援護資金貸付金は、資金決済法および取扱商材ガイドライン等の規制により取扱いできないアプリがあります。

問　税務課　収納整理係　☎767-2172

d払いスマートフォン決済
での納付に

が追加
されます

　スマートフォンにダウンロードしたアプリを利用し、画面に表示される指示に従い納付書に印刷されているバーコード
を読み取り、支払処理を行ってください。

4月1日
から

利 用 方 法

●領収書や車検用の納税証明書は発行されませんので、必要な方は、役場（税務課または会計課）または金融機関、
コンビニエンスストアにて納付書によりお支払いください。

●利用期限が過ぎたものや汚れ・破損などバーコードが読み取れない場合は利用できません。
●バーコードが印刷されていても、各利用アプリの支払上限額を超えるお支払いはできません。
●保育所保育料以下各利用項目の詳細については、各担当部署へお問い合わせください。

注 意 事 項

令和4年度（月額） 令和5年度（月額）
児童扶養手当（全部支給） 43,070円 44,140円
児童扶養手当（一部支給） 43,060円~10,160円 44,130円~10,410円
特別児童扶養手当（1級） 52,400円 53,700円
特別児童扶養手当（2級） 34,900円 35,760円
特別障害者手当 27,300円 27,980円
障害児福祉手当 14,850円 15,220円
経過的福祉手当 14,850円 15,220円

手当額が改正されます

問　子ども支援課　子ども給付係　☎︎767-2193
地域福祉課　　障がい福祉係　☎︎767-2148

　4月から手当の額が下記のとおり変更となります。

最新情報は
町ホームページを
ご覧ください。

新型コロナワクチンの接種について
　新型コロナワクチンの接種期限については、令和5年3月31日までとされていましたが、令和6年
3月31日まで1年間延長されました。
　5歳以上の全ての方を対象に、秋から冬（9月～12月）にかけて1回接種を行います。さらに、
65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する方、医療機関や介護施設等に従事する方等を対象に、
春から夏（5月～8月）にも前倒しして接種を1回行うこととしました。
　また、引き続き生後6ヶ月以上の全ての未接種者を対象に初回接種を実施します。
　新型コロナワクチンの接種には、接種券が必要になります。町外から転入された方で接種券を
お持ちでない方は、コロナウイルス対策係までご連絡いただくか、直接窓口までお申し出ください。
　詳しくはホームページや予約サイトをご確認ください。

問　健康推進課　コロナウイルス対策係　☎356-2125
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融資制度のご案内

問　商工観光課　商工係　☎︎767-2120

最新情報は
町ホームページを
ご覧ください。

新型コロナワクチンの接種について
　新型コロナワクチンの接種期限については、令和5年3月31日までとされていましたが、令和6年
3月31日まで1年間延長されました。
　5歳以上の全ての方を対象に、秋から冬（9月～12月）にかけて1回接種を行います。さらに、
65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する方、医療機関や介護施設等に従事する方等を対象に、
春から夏（5月～8月）にも前倒しして接種を1回行うこととしました。
　また、引き続き生後6ヶ月以上の全ての未接種者を対象に初回接種を実施します。
　新型コロナワクチンの接種には、接種券が必要になります。町外から転入された方で接種券を
お持ちでない方は、コロナウイルス対策係までご連絡いただくか、直接窓口までお申し出ください。
　詳しくはホームページや予約サイトをご確認ください。

問　健康推進課　コロナウイルス対策係　☎356-2125

■利府町中小企業振興資金融資制度
　町内に独立した事業所や店舗がある中小企業者または今後町内で事業を営む予定の創業者の経営基盤の強化を図る制度です。

一 般 資 金 創業支援資金
融資限度額 2,000万円以内 500万円以内
金 　 　 利 年1.5%（1年以内） ／ 年1.6%（1年超） 年1.0%

返 済 期 間
運転資金　 7年以内
設備資金　10年以内
併　　用　 7年以内

※いずれも据置期間　　
　なし

運転資金　 7年以内
設備資金　 7年以内
併　　用　 7年以内

※据置1年以内

資 金 使 途 運転資金および設備資金
保　証　料 信用保証協会の信用保証により町が全額補給
保証人担保 取扱金融機関および信用保証協会所定
申　込　先 七十七銀行利府支店　☎︎356-8444　仙台銀行利府支店　☎︎356-4141

※上記の金利は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに申し込みされた方が適用となります。
※主な対象外業種：農業・林業・漁業・畜産業・狩猟業・金融業・証券業・保険業の一部・パチンコ店・性風俗関連特殊営業など

■利府町勤労者生活安定資金融資制度
町内に勤務または住所を有する勤労者に対し、必要とする生活安定資金を融資する制度です。

一般生活資金 福 祉 資 金 自 動 車 資 金 教 育 資 金

内　　　容

本人または家族の婚姻による
生活資金、家具、電気製品等
の購入その他生活安定資金
と認められる資金

本人または家族の出産、療養、
育児、介護または、災害復旧に
よる資金、本人の育児または介
護休業期間中の生活資金その他
福祉資金と認められる資金

本人または家族の自動車の
購入その他自動車資金と認
められる資金

本人または家族の教育に要
する資金

融資限度額 100万円 100万円 200万円 300万円

融 資 利 率 年2.75% 年1.25% 年1.55% 年1.55%
中小企業に勤めている方は、0.5%の利子を補給

融 資 期 間
7年以内 7年以内 7年以内 10年以内

※据置期間なし ※育児または介護休業期間中
に限り元金返済を据置可能

※据置期間なし ※5年を限度とし
　元金返済を据置可能

保　証　料 なし（東北労働金庫が負担）
担　　　保 不要
申　込　先 東北労働金庫新塩釜支店 　☎︎364-3115

※教育資金については利子補給金助成の制度があります。

問　商工観光課　商工係　☎︎767-2120
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窓
口（
土
、
日
曜
日
を
除
く
）に
設
置
し
て

い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
生
活
環
境
課
　
町
民
協
働
係

☎
7
6
7-

2
1
4
7

は
じ
め
て
の
ス
マ
ホ
教
室

「
ス
マ
ホ
の
基
本
と
L
I
N
E
」

●
と
　
き

　
4
月
27
日
㈭

　
午
後
1
時
30
分
か
ら
午
後
3
時
30
分
ま
で

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）

●
定
　
員

　
15
名

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す

の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
申
込
方
法

　
電
話
、
窓
口
、
W
E
B
で
そ
れ

ぞ
れ
お
申
し
込
み
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
ご
家
族
の
方
に
よ
る
代

理
の
申
し
込
み
も
可
能
で
す
。

●
申
込
期
限

　
4
月
13
日
㈭
ま
で

問
　
デ
ジ
タ
ル
推
進
室
　
デ
ジ
タ
ル
推
進
係

☎
7
6
7-

2
1
2
8

普
通
救
命
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

●
と
　
き

　
①
5
月
17
日
㈬
午
後
1
時
30
分 

　
②
7
月
2
日
㈰
午
前
9
時
15
分

　
③
9
月
3
日
㈰
午
前
9
時
15
分

　
④
1
月
24
日
㈬
午
後
1
時
30
分

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）研
修
室

（
③
の
み
会
議
室
）

●
対
象
者

　
町
内
に
居
住
お
よ
び
勤
務
さ
れ
て
い
る
16
歳

以
上
の
方（
各
日
30
人
）

●
内
　
容

　
3
時
間
コ
ー
ス
で
、
受
講
者
に
は
修
了
証
を

交
付
し
ま
す
。

●
受
付
期
限

　
①
5
月
10
日
㈬

　
②
6
月
23
日
㈮

　
③
8
月
25
日
㈮

　
④
1
月
17
日
㈬

●
受
講
料

　
無
料

※
講
習
会
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
各
実
施

日
に
5
人
以
上
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
場
合

に
実
施
し
ま
す
。
実
施
予
定
の
人
数
に
満
た

な
い
場
合
は
、　
連
絡
を
し
ま
す
。ま
た
、新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
状
況
に

よ
り
中
止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
町
内
会
、
各
種
団
体
、
サ
ー
ク
ル
等
で
受
講

希
望
の
場
合
は
、
随
時
、
講
習
会
を
開
催
し

ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
危
機
対
策
課
　
危
機
管
理
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

電
話
で
聞
け
る

「
防
災
情
報
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
」

　
防
災
行
政
無
線（
同
報
系
）が
、
気
象
条
件
等

に
よ
り
聞
き
取
り
に
く
か
っ
た
場
合
に
、
放
送

か
ら
12
時
間
以
内
で
あ
れ
ば
、
内
容
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
通
話
料
は
、
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

【
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
】  
☎
3
5
6-

8
9
5
1

問
　
危
機
対
策
課  

危
機
管
理
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

令
和
５
年
度

利
府
町
鳥
獣
被
害
防
止
施
設

購
入
事
業
補
助
金
に
つ
い
て

　
鳥
獣
に
よ
る
農
産
物
へ
の
被
害
を
防
止
し
、

耕
作
者
の
持
続
的
な
経
営
を
図
る
た
め
、
新
た

な
鳥
獣
被
害
防
止
施
設
購
入
に
要
す
る
経
費
の

一
部
に
つ
い
て
補
助
し
ま
す
。

●
補
助
対
象
者

　
町
内
在
住
で
あ
り
、
町
内
に
農
地
を
所
有

し
て
い
る
方

●
補
助
額

　
鳥
獣
被
害
防
止
施
設
の
購
入
に
係
る
経
費
の

2
分
の
1（
上
限
額
10
万
円
）を
補
助

●
受
付
期
間

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

●
そ
の
他

　
送
料
や
手
数
料
、
設
置
に
係
る
費
用
、
設
置

後
の
維
持
管
理
費
用
は
補
助
対
象
外
と
な
り

ま
す
。
予
算
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
さ

れ
る
際
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
　
農
林
水
産
課
　
農
林
水
産
係

☎
7
6
7-

2
1
9
1

イ
ノ
シ
シ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
近
頃
、
町
内
に
お
い
て
、
イ
ノ
シ
シ
の
目
撃

情
報
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
菅

谷
地
区
・
沢
乙
地
区
・
神
谷
沢
地
区
の
山
側
で

の
出
没
が
多
い
で
す
。
早
朝
や
夕
方
暗
く
な
っ

て
か
ら
外
出
す
る
場
合
に
は
、
懐
中
電
灯
や
音

の
鳴
る
も
の（
ラ
ジ
オ
や
鈴
な
ど
）を
携
帯
す
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
も
し
イ
ノ
シ
シ
に
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
ら

　
・
イ
ノ
シ
シ
を
興
奮
さ
せ
な
い
よ
う
に
、

慌
て
ず
に
そ
の
場
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
離
れ
、

屋
内
な
ど
の
安
全
な
場
所
に
避
難
し
て

く
だ
さ
い
。

令
和
5
年
度
ま
ち
づ
く
り
支
援

事
業
補
助
金
交
付
団
体
募
集

　
皆
さ
ん
が
自
主
的
に
行
っ
て
い
る
地
域
の
活

動
等
を
支
援
す
る
た
め
、
ま
ち
づ
く
り
支
援
事

業
補
助
金
交
付
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

●
対
象
団
体

　
・
町
内
で
活
動
し
て
い
る
、
ま
た
は
今
後
活

動
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

　
・
構
成
員（
成
人
者〈
18
歳
以
上
〉が
主
体
）が

5
人
以
上
で
、
半
数
以
上
が
町
内
に
住
所

を
有
し
て
い
る
、
ま
た
は
通
勤
・
通
学
を

し
て
い
る
こ
と

　
※
町
か
ら
他
の
補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
て

い
る
団
体
は
除
き
ま
す
。

●
対
象
事
業

　
地
域
の
再
発
見
、
文
化
の
振
興
、
地
域
の
活

性
化
、
世
代
間
交
流
、
地
域
福
祉
、
地
域
の
環

境
改
善
等
の
事
業

●
補
助
率

　
補
助
対
象
経
費
の
4
分
の
3（
75
％
）

●
補
助
金
額

　
1
団
体　
20
万
円（
上
限
）

※
1
団
体
に
つ
き
、
3
回
ま
で
申
請
で
き
ま
す

が
、
そ
の
場
合
で
も
1
団
体
に
つ
き
合
計
額

20
万
円
を
上
限
と
し
ま
す
。

※
交
付
団
体
と
補
助
金
額
は
、
団
体
に
よ
る

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
審
査
の
う
え
、
決
定

し
ま
す
。

●
募
集
期
間

　
4
月
3
日
㈪
～
24
日
㈪【
必
着
】

※
申
込
用
紙
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
る
ほ
か
、
生
活
環
境
課
町
民
協
働
係
の

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ
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・
無
理
に
イ
ノ
シ
シ
に
対
し
て
攻
撃
を
し
た

り
、
追
い
か
け
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

イ
ノ
シ
シ
を
刺
激
し
て
し
ま
う
と
突
進

し
て
き
た
り
、
噛
み
つ
か
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
・
イ
ノ
シ
シ
の
子
ど
も
を
見
か
け
た
場
合

に
は
、
付
近
に
親
イ
ノ
シ
シ
が
い
る
可
能

性
が
高
い
た
め
、
近
づ
い
た
り
、
追
い
か

け
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

●
農
地
の
周
り
に
は
、
イ
ノ
シ
シ
対
策
と
し
て

電
気
柵
を
設
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

危
険
で
す
の
で
近
づ
か
な
い
よ
う
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

問
　
農
林
水
産
課
　
農
林
水
産
係

☎
7
6
7-

2
1
9
1

●日曜開庁日
4月2日（日）、4月9日（日） 午前9時〜午後1時

【取り扱い窓口】
転入・転出等の手続きや、
住民票等の諸証明発行、納税相談、水道開閉栓手続き等
●夜間納税相談窓口

4月28日（金） 午後8時まで
●今月の納期限

5月1日（月）
・介護保険料（第1期）
●マイナンバーカード交付臨時窓口

①夜間臨時窓口
　4月6日（木）、13日（木）、20日（木）、27日（木） 午後7時30分まで
②休日臨時窓口
　4月2日（日）、9日（日）、23日（日） 午前9時〜午後5時
※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります。
　各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付できません。

と　き ところ

4月11日（火）

午前10時 〜 午前10時50分 神谷沢グラウンド（神谷沢字金沢12-51）
午前11時10分 〜 午前11時40分 花の公園（菅谷台三丁目集会所そば）（菅谷台3-8-1）
午後1時 〜 午後1時20分 菅谷公民館（菅谷字赤坂34-5）
午後1時40分 〜 午後2時 消防団北部分団ポンプ車庫前（沢乙字大沢東10-1）
午後2時20分 〜 午後2時40分 森郷公民館（森郷字新町浦47）

4月12日（水）

午前10時 〜 午前10時50分 しらかし台集会所（夢民館）（しらかし台1-1-48）
午前11時10分 〜 午前11時50分 花園1号公園（花園1-26-17）
午後1時10分 〜 午後1時50分 森の里公園東側入口（青山2-34-2）
午後2時10分 〜 午後2時40分 青葉台二丁目集会所（青葉台2-2-10）

4月13日（木）

午前9時45分 〜 午前10時 加瀬生活センター（加瀬字瓦崎19-3）
午前10時20分 〜 午前11時 野中一部公民館（加瀬字十三塚116-16）
午前11時30分 〜 午前11時45分 須賀集会所（赤沼字須賀123-1）
午後1時 〜 午後1時15分 浜田地区避難施設（赤沼字井戸尻88-1）
午後1時35分 〜 午後1時50分 赤沼公民館（赤沼字細谷1-2）
午後2時10分 〜 午後2時30分 つつじの公園（葉山1-25-1）

4月14日（金）

午前10時 〜 午前10時20分 春日一部公民館（春日字金生95-1）
午前10時40分 〜 午前11時 春日二部集会所（春日字勝負沢50-13）
午前11時20分 〜 午前11時40分 藤田集会所（森郷字土橋49）
午後1時 〜 午後1時50分 利府駅前2号公園（旧生涯学習センター前）（中央2-4）

5月13日（土） 午前9時30分 〜 午前11時 利府町役場 町民広場（利府字新並松4）
　狂犬病を防ぐため、毎年1回受けさせなければなりません（狂犬病予防法第5条）。また、生後91日以上の犬は、町への登録をしな
ければなりません（狂犬病予防法第4条）。登録の手続は役場のほかに、集合注射会場でも行えます。

※注射はどの会場でも受けられますが、期間中に実施できない場合は、動物病院等で受けてください。
※毎年会場内で犬が飼い主を振り切って逃げ回ることがあります。怪我や事故に繋がりますので、きちんと犬を制御できる方が連れて

来てください。

問　生活環境課　環境衛生係　☎︎767-2119

令和5年度狂犬病予防集合注射
注射料金　　1頭当たり3,150円　※盲導犬は注射料金が免除されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※新たに犬を登録される方は別途、登録手数料3,000円が必要となります。
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